
議題（１）

慢性腎臓病（CKD）の診療連携の今後・

神奈川県慢性腎臓病（CKD）対策連絡協議会設置要綱の

改正について
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１．慢性腎臓病（CKD）の診療連携の今後について

令和６年度 慢性腎臓病（CKD）診療連携構築協議会での議論
令和６年度慢性腎臓病（CKD）診療連携
構築協議会（令和７年１月16日）資料より
抜粋
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１．慢性腎臓病（CKD）の診療連携の今後について

令和６年度 慢性腎臓病（CKD）診療連携構築協議会での議論
令和６年度慢性腎臓病（CKD）診療連携
構築協議会（令和７年１月16日）資料より
抜粋
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１．慢性腎臓病（CKD）の診療連携の今後について

これまでの診療連携

CKDの早期発見・早期受診につなげるための診療連携体制の構築をめざし、令和５年度から市町村における診療
連携モデル事業を推進してきた。

慢性腎臓病（CKD）診療連携構築協議会での議論を踏まえ、
循環器病CKD重症化予防事業（令和７年度開始）と連携し、市町村による受診勧奨の取組を支援するととも
に、国民健康保険中央会が持つ腎機能予測ツールを活用し、かかりつけ医と腎臓専門医の患者抽出における共
通認識をサポートする方針とした。

循環器病CKD重症化予防事業と連携し、各市町村における重症化予防事業を推進する。
市町村（又は医療圏域）を中心としたCKDの重症化予防に取り組む中で、必要な診療連携については関係機
関と協議しながら推進していくこととしたい。

今後について

「重症化予防」を基軸に、「診療連携の推進」を図る
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２．慢性腎臓病（CKD）対策連絡協議会設置要綱の改正について

これまでの慢性腎臓病（CKD）に係る協議体

慢性腎臓病（CKD）について、広く正しい知識の普及に努め、予防、重症化の防止を図ることを目的として設置。

神奈川県慢性腎臓病（CKD）対策連絡協議会

神奈川県慢性腎臓病（CKD）診療連携構築協議会

慢性腎臓病（CKD）の診療連携体制の構築に向け、課題抽出や全体方針、役割分担等を協議することを目的に設置。

診療連携について今後は各自治体における取組を調整していくこととなり、当初の設置目的に一定の目途が立ったことを受
け、神奈川県慢性腎臓病（CKD）診療連携構築協議会を廃止する方針が令和６年度の同協議会で承認され、令和
７年９月１日をもって廃止した。
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２．慢性腎臓病（CKD）対策連絡協議会設置要綱の改正について

これからの慢性腎臓病（CKD）に係る協議体

神奈川県慢性腎臓病（CKD）対策連絡協議会

各自治体の重症化予防に係る取組等の進捗踏まえた診療連携の推進に関する事項も協議事項に加えるため、設置要綱
を改正することとしたい。

• 要綱第２条（協議事項）に、「慢性腎臓病（CKD）の診療連携の推進に関する事項」を追加する
• 診療連携の推進にあたっては、保険者の意見も聴取したいため、保険者２者（これまで慢性腎臓病（CKD）診療連
携構築協議会に参加いただいていた保険者）に本協議会へ参加いただくため、要綱第３条（構成員等）の委員数に
ついて、「１６人」→「１８人」へ変更する。

 ※ 各保険者へは、要綱改正後に委員就任依頼を行う。

改正内容 （詳細は、「新旧対照表」及び「要綱改正案」を参照）
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